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１．はじめに 

 

近年の都市鉄道を取り巻く社会経済環境の変化

にともない，鉄道施策についても新たな展開が期待

されている1)．具体的には，従来から取り組みがな

されている混雑緩和や所要時間の短縮といった輸送

サービスの向上に加えて，鉄道間および鉄道と他の

交通モード間の移動円滑化や駅周辺地区における街

づくりとの連携に基づくハード面及びソフト面の

“Door to Doorでのシームレス化”が，モビリティ

の一層の向上と都市再生の促進の観点から，極めて

重要な施策になると考えられる注1)． 

このDoor to Doorでのシームレス化は，事業者間

あるいは事業者を越える性質を有しており，実現に

向けては，効率的かつ合理的な制度の構築，官民の

パートナーシップの確立，所要の財源の確保などが

重要な課題となる． 

本稿では以上の問題意識から，Door to Doorでの

シームレス化のための現行の各種制度を概観すると

ともに，制度をめぐる最近の動向を踏まえ，今後の

課題の整理とそれに対する具体的な対応策を検討す

ることを目的とする． 

 

２．シームレス化のための各種制度 

 

（１）シームレス化のための施策 

Door to Doorでのシームレス化では，駅等におけ

る乗継ぎの改善や駅周辺地域の開発が大きな課題で

ある．具体的には，鉄道間の相互直通運転による乗

継円滑化や駅施設の改良，バリアフリー化などのハ

ード的な施策から，カード乗車券の共通化や乗換え

情報の提供などのソフト的な施策が挙げられるが，

本研究では主に以下の施策を対象とする． 

（ハード的な施策） 

・相互直通運転  

・同一ホーム・同一方向乗換化 

・駅施設の改良（鉄道間の乗継ぎ改善等） 

・駅前広場整備と周辺地区開発（他交通モード

間の乗継ぎ改善，駅アクセス交通の円滑化，

バリアフリー化） 

・駐輪場，駐車場の整備 

（ソフト的な施策） 

・鉄道間，交通モード間でのカード乗車券の共

通化・相互利用化 

・鉄道間，交通モード間での運賃のシームレス

化（異なる事業者を乗継ぐ度に初乗り運賃を

支払うことによる運賃の割高感の是正） 

 －乗継割引運賃の拡大や運賃の共通化 

・複数路線，他モードにまたがる経路，乗換え情

報等の提供  

・鉄道間，交通モード間での接続ダイヤの円滑化 

（２）シームレス化の現状 

我が国の都市交通におけるシームレス化はなお

不十分なものとなっている．例えば，乗継ぎの状況

は，東京圏の場合，これまで相直運転化の進展が図

られてきたものの，定期利用者のうち 60％以上の

537 万人/日・片道が最低 1 回は乗換えをしており，

そのうち 40 万人/日・片道以上が 5 分以上の乗換え

時間となっている 2)．また，駅前広場の整備状況は，

同じく東京圏における 1 日の乗降客が 5,000 人以上

の駅を対象とした場合，未整備の駅が 66％，整備

されているものの交通需要を考慮した場合に面積が

2,000 ㎡以上不足している駅が 38 ％も残されてい
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る 3)．一方，鉄道，バスとも多数の事業者が運営し，

運賃体系が異なるため，切符購入の手間等が大きな

バリアとなっているが，近年普及してきたカード乗

車券の共通化についても，IC カードと磁気カード

が混在し互換性がないため，未だ利便性が低いもの

となっている． 

表-2 乗継ぎ改善のための助成制度（旧建設省） 

交通結節点改善事業に統合駅前広場整備事業

道路
特定
財源

地方公共団体，

都市公団，組合

乗換通路，駅前広場等市街地再開発事業

道路
特定
財源

地方公共団体

国：1/2 (鉄道事業者
負担分を除く）

鉄道の高架化，地下化の
ための施設

連続立体交差事業

道路
特定
財源

地方公共団体駅前広場関連施設，

駅アクセス道路

土地区画整理事業

一般
財源

地方公共団体，

都市公団，第三ｾｸ
ﾀｰ，民間

国：1/3

市街地が分断，公共空間
が不足，交通機能の強化
が必要な駅等のある地区
での自由通路，ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱ
ﾝﾃﾞｯｷ，駐車場等の整備

都市再生交通拠点
整備事業

（平成12年）

道路
特定
財源

地方公共団体

国：1/2

駅前・交通広場，ｱｸｾｽ道
路，歩行者通路，公共駐
車場等の整備

交通結節点改善事業

（平成12年）

財源交付対象，補助率対象事業事業・制度名称
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鉄道の高架化，地下化の
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道路
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道路
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財源交付対象，補助率対象事業事業・制度名称

 

（３）乗継ぎ改善のための制度 

鉄道間，交通モード間の乗継ぎの改善について

は，近年，国土交通省の前身である旧運輸省，建設

省によって，いくつかの公的助成制度が創設されて

いる．表-1および表-2は，それぞれの制度が対象と

する事業，交付対象機関，国の補助率，財源等を整

理したものである． 業法が一部改正され，鉄道事業者間の協議の応諾義

務，運輸大臣（現在は国土交通大臣）の裁定等のル

ールが整備されている． 

まず，旧運輸省の制度については，従来，個々

に整備されることが多かった駅構内と駅周辺地区を

一体的に整備する制度として，鉄道駅総合改善事業

が平成11年に創設された．また，平成12年に成立し

た交通バリアフリー法に基づき，駅施設のバリアフ

リー化のための助成制度が2つ設けられている．こ

のバリアフリー化に対する助成は，図-1に示したよ

うに，乗継ぎ改善に係る駅等改善事業の中でも大き

なウェイトを占めている．乗継ぎ改善には，既存ス

トックの活用の観点からも相直運転化等のための接

続線整備（都市鉄道整備予算）が極めて有効である

が，駅等改良事業についても拡充が期待される

（図-2参照）．なお，助成制度ではないが，シーム

レス化促進のための措置として，平成11年に鉄道事 

一方，旧建設省の制度については，駅前広場や

バス交通広場，アクセス道路や自由通路，人口地盤

といった駅周辺でのインフラ施設への助成が中心で

ある．その助成額は，図-3に示したように大きくな

っている． 
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表-1 乗継ぎ改善のための助成制度（旧運輸省） 

図-1 各事業に対する助成額（国費） 
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     出所）(社)日本地下鉄協会報SUBWAY掲載の“都市鉄道    
              関係予算の概要（平成12年度～15年度）”より作成 
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図-2 鉄道関係の助成額の内訳 

出所）(社)日本地下鉄協会報SUBWAY掲載の“都市鉄道    
             関係予算の概要（平成12年度～15年度）”より作成 

 



表-3 現行の助成制度のまとめ 
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表-4 上限運賃制を活用した事例 

図-3 各事業に対する助成額（国費） 
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出所）国土交通省ホームページ（予算関係）より作成 

以上を踏まえ，それぞれの現行制度を整理した

のが表-3である．これより，都市側による駅周辺整

備との一体性については考慮されつつあるものの，

駅構内の施設と駅前広場等の周辺施設については 

前述したように個々に制度が存在しており，両者が

円滑に連携できる仕組みや一体的に行える事業スキ

ーム等の構築等が重要と考えられる．  出所）内閣府編：公共料金の構造改革，付録 CD-ROM． 
度における路線間の相互格差制限（2 割を超える場

合は認可）の適用外となっているが 4)，事業者にと

って増収効果が必ずしも期待できないことから，

表-4 に示したように少額な割引に留まっている． 

一方，ソフト的な施策に対する助成については，

ほとんど実施されていない． 

（３） 街づくりとの連携のための制度 

街づくりを支援する制度としては，平成12年に

まちづくり総合支援事業制度が制定されている．こ

れは，市町村が街づくりに関する調査，施設整備や

面整備等の事業を総合的に実施することに対して国

が助成する制度であり，21の要素事業の一つとして，

都市再生交通拠点整備事業（表-2参照）が挙げられ

ている． 

 

３．制度をめぐる最近の動向 

 

2章で挙げた各種シームレス化のための現行制度

については，表-5に示したように，助成対象の拡大

等，制度の改善等が行われており，また併せて，法

律，施行規則等の改正，新たな制度の創設といった

取り組みもなされている． 
（４）運賃シームレス化のための制度 
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数の事業者よって運営されており，異なる事業者を
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ら運賃の割高感が強い．この問題を改善するため，

1983 年に当時の運輸政策審議会の答申を受けて，

乗継割引運賃が導入されている．割引の適用対象は，

相互直通路線およびターミナル接続路線であるが， 

 

表-5 制度をめぐる最近の動向 

年度内容事業・制度名
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事業における鉄道事業者の立替制度
及び道路開発資金の貸付制度を拡充
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・道路情報等を提供する交通連携情報
施設の整備等を追加
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・自由通路と一体的に整備すべき歩行者
のたまり空間等 の整備

・ICカード乗車券の共通化・相互利用化の
促進を追加

14年度連続立体交差
事業

14年度

同

15年度
要求

同

交通結節点
改善事業

15年度公共交通円滑
化設備整備現

行
制
度
の
改
善
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14年度
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15年度
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同

交通結節点
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15年度公共交通円滑
化設備整備現

行
制
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の
改
善

 

割引額は概ね 10～30 円（営団と都営地下鉄は 70

円）であり，また区間も近距離区間（主に初乗り区

間）に限定されている． 

この乗継割引は，1999 年に導入された総括原価

方式下での上限運賃制を核とした新しい旅客運賃制 



14年
度
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立体交差関連公共施設整備事業」として創設，
統合補助金を投入

連続立体交
差関連公共
施設整備事
業

制
度
創
設

規
則
改
正
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・鉄道事業者間の相直，対面ホームによる接続

・他の運送事業者との旅客の乗継円滑化のための
改札口の新設

・乗車券の共通化，分かりやすい情報提供

12年
度

統合
補助金

15年
施行

鉄道事業法
施行規則の
一部改正

地
方
分
権
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また，官民による取り組み事例として，例えば，

阪急伊丹駅における駅および駅周辺の一体的なバリ

アフリー化事業（アメニティターミナル整備事業）

が挙げられる． 
 
４．今後の課題と具体的対策 
   

以上を踏まえて，シームレス化のための制度面

での課題とそれに対する具体的な対策を述べたい． 

（１）効率的かつ合理的な制度の構築 

現行制度の改善点としては，関連制度の一体的

な運用や，助成対象の拡大，多様な事業形態への対

応などが挙げられる．例えば，駅及び周辺を対象と

した鉄道駅総合改善事業と交通結節点改善事業，都

市再生交通拠点整備事業，更には，まちづくり総合

支援事業と一体的な運用を可能ないし容易とするス

キームを構築することで，駅及び駅周辺地区の効率

的な環境整備を行うことが望まれる5)． 

一方，ソフト的な施策について，鉄道間・モー

ド間でのICカード乗車券の共通化・相互利用化を早

期に実現するための支援の拡充等が望まれる．また，

事業者が異なるがゆえに接続ダイヤの適正化が進み

にくいといったサービスの課題については，サービ

スレベルを公表し，連携を促すといった施策が考え

られ一定の有効性が期待できる． 

（２）官民のパートナーシップの確立 

シームレス化はその性質上，事業者と行政のパ

ートナーシップが重要となる．このうち行政側に期

待される役割としては，事業者のみでの負担が困難

な施策への財政的支援と事業者間の調整の2つが挙

げられる． 

まず前者については，例えば，駅施設の改善や

運賃のシームレス化など，社会的な効果は大きいも

のの多大な費用を要するか，あるいは収入減となる

ことから，事業者側には実施インセンティブが生じ

にくい事業への支援が挙げられる． 

また後者については，事業実施に伴って発生し

うる反射損益の調整が重要な課題である．公的セク

ターがインフラを建設，所有し，事業者が運営を担

当するいわゆる上下分離方式の活用は，これらの課

題への対応も図れるものとなっている6)． 

（３）所要の財源の確保 

シームレス化による駅施設の改善および周辺整

備の進展は，鉄道間もしくは鉄道と他モードとの有

機的な連携によるモビリティの向上，地域の発展と

いう新たな効果を生む事業である．したがって，公

共交通の利用促進による道路交通の円滑化，地球環

境の改善，福祉，教育，産業振興といった機能に着

目した幅広い財源の確保や配分の見直しを検討して

いく必要があると考えられる．  
 

５ おわりに 

 

本稿では，Door to Doorでのシームレス化のため

の制度について，課題の整理とそれに対する具体的

な対応策を検討した．今後の研究課題としては，各

対策の特徴について詳細に検討することと，併せて

シームレス化施策に対する費用対効果分析手法や合

理的な調整ルール，費用負担ルールの確立が必要で

ある． 
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